
第
一
号
議
案

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
三
月
二
十
四
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

岡

本

天

津

男

教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教

育

職

員

免

許

状

に

関

す

る

規

則

（

昭

和

三

十

七

年

大

分

県

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
第
一
項
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
第
三
号
中
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
第
六
条
の
表
の
備
考
十
又
は

十
一
」
を
「
第
二
条
第
一
項
の
表
備
考
第
九
号
、
第
四
条
第
一
項
の
表
備
考
第
八
号
、
第
七
条
第
一
項
の
表

備
考
第
四
号
又
は
第
九
条
の
表
備
考
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
二
第
二
号
中
「
（
第
二
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
号
中
「
誓
約
書
」
の
下
に
「
（
第
一
号
様
式
）
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
四
号
中
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
号
中
「
（
第
七
号
様
式
）
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
代
る
」
を
「
代
わ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
免
許
状
の
」
を
「
普

通
免
許
状
の
」
に
、
「
免
許
状
）
」
を
「
臨
時
免
許
状
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
教
諭
免
許

状
」
を
「
普
通
免
許
状
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
一
号
中
「
看
護
師
免
許
状
」
を
「
看
護
師
免
許
証
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
異
る
」
を
「
異
な
る
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
号
中
「
写
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
書
換
え
）

第
十
八
条

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
氏
名
若
し
く
は
本
籍
地
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
氏
名
に
加
え
て

免
許
状
に
旧
姓
若
し
く
は
通
称
名
の
併
記
を
希
望
し
、
免
許
状
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

次
の
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

教
育
職
員
免
許
状
書
換
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）

二

所
有
す
る
免
許
状

三

戸
籍
抄
本
（
氏
名
若
し
く
は
本
籍
地
を
変
更
し
、
又
は
旧
姓
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）

四

住
民
票
の
写
し
（
通
称
名
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）

第
十
九
条
第
一
号
中
「
申
請
書
」
の
下
に
「
（
第
五
号
様
式
）
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
代
る
」
を
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「
代
わ
る
」
に
改
め
る
。

第

二

十

条

第

一

号

中

「

申

請

書

」

の

下

に

「

及

び

誓

約

書

」

を

加

え

、

同

条

第

三

号

中

「

写

」

を

「

写

し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
申
請
書
」
の
下
に
「
及
び
誓
約
書
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中
「
写
」
を
「
写

し
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
一
号
、
第
二
十
一
条
の
三
第
一
号
及
び
第
二
十
二
条
第
一
号
中
「
申
請
書
」
の
下
に

「
及
び
誓
約
書
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
写
を
」
を
「
写
し
を
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
な
ら
い
」
を
「
倣
い
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
身
体
に
関
す
る
証
明
書
）

第
三
十
四
条

免
許
法
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
身
体
の
検
定
は
、
身
体
に
関
す

る
証
明
書
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
が
作
成
し
た
身
体
検
査
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

免
許
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
に
関
す
る
証
明
書
の
発
行
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
身

体
に
関
す
る
証
明
書
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
が
作
成
し
た
身
体
検
査
書
を
添
え
て
、
所
轄
庁
（
私

立
学
校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
の
理
事
長
）
に
願
い
出
る
も
の
と

す
る
。

第
三
十
五
条
第
二
項
中
「
な
ら
い
」
を
「
倣
い
」
に
改
め
る
。

「
（ふ

り
が
な

）

第
一
号
様
式
中

氏
名

を

年
月

日
生

」

「
（ふ
り
が
な

）

氏
名

（旧
姓

）

※

旧
姓
又
は
通
称
名
の

に
、
「並

び
に

」
を
「及

び

」
に
改
め
、
同

免
許
状
へ
の
併
記
希
望

（通
称
名

）

有
・

無

年
月

日
生

」

様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
は

、免
許
状
へ
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と

。そ
の
場
合

、旧

姓
又
は
通
称
名
の
確
認
が
で
き
る
戸
籍
抄
本
又
は
住
民
票
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と

。

「

「

氏
名

第
二
号
様
式
中

氏
名

を

（旧
姓

）

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改

（通
称
名

）

」

」

め
る
。

備
考１

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。

２
記
載
要
領
は

、裏
面
の

「記
入
上
の
注
意

」を
参
照
の
こ
と

。

「

「

氏
名

第
三
号
様
式
中

氏
名

を

（旧
姓

）

に
、
「理

事
長

」
を
「又

は
理
事
長

」

」

（通
称
名

）

」

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。

「

第
四
号
様
式
中

を

氏
名

年
月

日
」
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「

氏
名

（旧
姓

）

に
、
「理

事
長

」
を
「又

は
理
事
長

」
に
改
め
、
同

（通
称
名

）

年
月

日
生

」

様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。

「

「

勤
務
者

勤
務
者

第
四
号
様
式
の
二
中

氏
名

を

氏
名

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の

（旧
姓

）

」

（通
称
名

）

」

よ
う
に
加
え
る
。

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。

「
（ふ

り
が
な

）

「
（ふ

り
が
な

）

氏
名

第
五
号
様
式
中

氏
名

を

（旧
姓

）

※

旧
姓
又
は
通
称
名
の

に
改
め
、
同
様

」

（通
称
名

）

免
許
状
へ
の
併
記
希
望

有
・

無

」

式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
に
つ
い
て

１
書
換
申
請
に
あ
つ
て
は

、免
許
状
に
併
記
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と

。

２
再
交
付
申
請
に
あ
つ
て
は

、現
に
併
記
が
さ
れ
て
い
る
免
許
状
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
に
記
入
す
る
こ
と

。

第
六
号
様
式
中
「理

事
長

」
を
「又

は
理
事
長

」
に
、
「１

氏
名

」
を
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「１
氏

名

（旧
姓

）

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（通
称

名

）
」

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
は

、免
許
状
へ
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
に
記
入
す
る
こ
と

。

「

「

氏

名

第
七
号
様
式
中

氏

名

を

（
旧

姓
）

に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」

（
通
称
名
）
」

備
考１

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。

２
本
表
に
は

、単
位
修
得
認
定
書
の
原
本
を
添
え
る
こ
と

。

「

第
八
号
様
式
中

氏
名

を
」

「

氏
名

（旧
姓

）

に
、
「理

事
長

」
を
「又

は
理
事
長

」
に
改
め
、
同
様

（通
称
名

）

年
月

日
生

」

式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。
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「

「

氏
氏

名

第
九
号
様
式
中

を

（旧
姓

）

に
改
め
、
「
（勤

務
先
学
校
名

）
」
を
削
り
、

名

（通
称
名

）

」

」

「学
校
医

住
所

「医
療
機
関
名

を

所
在

地

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

氏
名

」

医
師
氏
名

」

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。

「

「

氏
名

第
十
号
様
式
中

氏
名

を

（旧
姓

）

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の

（通
称
名

）

」

」

よ
う
に
加
え
る
。

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。
第
十
号
様
式
の
二
中
「第

1
4
条
の

2

」
を
「第

1
4
条
の

3
」
に
、

「

ふ
り
が
な

を

氏
名

年
月

日
生

」
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「

ふ
り
が
な

氏
名

年
月

日
生

（旧
姓

）

に
改
め
る
。

（通
称
名

）

備
考

旧
姓
及
び
通
称
名
の
記
入
は

、任
意
と
す
る

。

」

「

氏

名

第
十
号
様
式
の
三
及
び
第
十
一
号
様
式
中

「
氏

名
」
を

（
旧

姓
）

に
改
め
る
。

（
通
称
名
）
」

「

氏

名

第
十
五
号
様
式
中
「
氏

名
」
を

（
旧

姓
）

に
改
め
、
同
様
式
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え

（
通
称
名
）
」

る
。備

考

旧
姓
及
び
通
称
名
は
、
免
許
状
に
併
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
記
入
し
な
い
こ
と
。

「氏
名

「氏
名

（旧
姓

）

に
改
め
る
。

第
十
六
号
様
式
中

生
年
月
日

を

（通
称
名

）

」

生
年
月
日

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
に
規
定
す
る
様
式
の
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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提
案
理
由

女

性

活

躍

の

視

点

に

立

っ

た

制

度

等

の

整

備

の

一

環

と

し

て

、

教

育

職

員

免

許

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

文

部

省

令

第

二

十

六

号

）

の

一

部

改

正

に

よ

り

教

育

職

員

免

許

状

に

関

す

る

各

種

様

式

に

お

い

て

旧

姓

等

の

併

記

が

可

能

で

あ

る

こ

と

が

明

確

化

さ

れ

た

こ

と

を

踏

ま

え

、

本

県

に

お

け

る

免

許

状

申
請
に
係
る
様
式
の
規
定
の
整
備
等
を
行
い
た
い
の
で
提
案
す
る
。
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－7の1－



- 1 -

○
教
育
職
員
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
条
～
第
四
条

（
略
）

第
一
条
～
第
四
条

（
略
）

（
小
学
校
等
の
教
員
の
臨
時
免
許
状
の
授
与
）

（
小
学
校
等
の
教
員
の
臨
時
免
許
状
の
授
与
）

第
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
免
許
法
第
六
条
第
一
項
に
定
め
る
教
育
職
員
検
定
（
以

第
五
条

次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
は
、
免
許
法
第
六
条
第
一
項
に
定
め
る
教
育
職
員
検
定
（
以

下
「
教
育
職
員
検
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
助
教
諭
の

下
「
教
育
職
員
検
定
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
助
教
諭
の

免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
高
等
学
校
教
員
の
臨
時
免
許
状
の
授
与
）

（
高
等
学
校
教
員
の
臨
時
免
許
状
の
授
与
）

第
六
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
高
等
学
校
助
教
諭
免
許
状
の
授

第
六
条

次
の
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
は
、
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
高
等
学
校
助
教
諭
免
許
状
の
授

与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

与
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

前
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
特
別
の
技
能
を
有
す
る
者

三

前
条
各
号
の
一
に

該
当
す
る
者
で
特
別
の
技
能
を
有
す
る
者

２

（
略
）

２

（
略
）

第
七
条
～
第
九
条

（
略
）

第
七
条
～
第
九
条

（
略
）

（
免
許
法
別
表
第
一
の
規
定
等
に
よ
る
申
請
）

（
免
許
法
別
表
第
一
の
規
定
等
に
よ
る
申
請
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

授
与
の
基
礎
資
格
に
関
す
る
証
明
書
（
大
学
の
卒
業
（
修
了
）
証
明
書
、
免
許
状
の
写
し
、
養
護
教
諭

三

授
与
の
基
礎
資
格
に
関
す
る
証
明
書
（
大
学
の
卒
業
（
修
了
）
証
明
書
、
免
許
状
の
写

、
養
護
教
諭

養
成
機
関
又
は
栄
養
教
諭
の
教
員
養
成
機
関
の
修
了
証
明
書
、
保
健
師
、
看
護
師
、
管
理
栄
養
士
又
は
栄

養
成
機
関
又
は
栄
養
教
諭
の
教
員
養
成
機
関
の
修
了
証
明
書
、
保
健
師
、
看
護
師
、
管
理
栄
養
士
又
は
栄

養
士
の
免
許
証
等
）

養
士
の
免
許
証
等
）

四

（
略
）

四

（
略
）

五

実
務
成
績
証
明
書
（
第
四
号
様
式
）
（
免
許
法
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
の
表
備
考
第
九
号
、
第
四
条

五

実
務
成
績
証
明
書
（
第
四
号
様
式
）
（
免
許
法
施
行
規
則
第
六
条
の
表
の
備
考
十
又
は
十
一

第
一
項
の
表
備
考
第
八
号
、
第
七
条
第
一
項
の
表
備
考
第
四
号
又
は
第
九
条
の
表
備
考
第
三
号
の
規
定
の

の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）

適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
の
申
請
）

（
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
の
申
請
）

第
十
一
条
の
二

（
略
）

第
十
一
条
の
二

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

履
歴
書

二

履
歴
書
（
第
二
号
様
式
）

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
申
請
）

（
教
育
職
員
検
定
に
よ
る
申
請
）

第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）
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一

教
育
職
員
検
定
申
請
書
及
び
誓
約
書
（
第
一
号
様
式
）

一

教
育
職
員
検
定
申
請
書
及
び
誓
約
書

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

（
施
行
法
第
二
条
の
規
定
の
場
合
）

（
施
行
法
第
二
条
の
規
定
の
場
合
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

免
許
状
の
写
し

四

免
許
状
の
写

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
の
場
合
）

（
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
の
場
合
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

第
十
四
条
の
二

（
略
）

一

単
位
修
得
表

又
は
大
学
に
お
け
る
単
位
修
得
証
明
書

一

単
位
修
得
表
（
第
七
号
様
式
）
又
は
大
学
に
お
け
る
単
位
修
得
証
明
書

二

（
略
）

二

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

第
十
四
条
の
三

（
略
）

（
臨
時
免
許
状
の
場
合
）

（
臨
時
免
許
状
の
場
合
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

一

学
校
の
卒
業
（
修
了
）
又
は
資
格
に
関
す
る
証
明
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の

一

学
校
の
卒
業
（
修
了
）
又
は
資
格
に
関
す
る
証
明
書
若
し
く
は
こ
れ
に
代
る

も
の

二

（
略
）

二

（
略
）

三

普
通
免
許
状
の
写
し
（
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
別
支

三

免
許
状
の
写
し
（
新
教
育
領
域
の
追
加
の
定
め
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
特
別
支

援
学
校
の
教
員
の
臨
時
免
許
状
）

援
学
校
の
教
員
の

免
許
状
）

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

普
通
免
許
状
の
写
し

二

教
諭
免
許
状
の
写
し

三
～
六

（
略
）

三
～
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

一

看
護
師
免
許
証
の
写
し
（
資
格
に
関
す
る
証
明
書
を
含
む
。
）

一

看
護
師
免
許
状
の
写
し
（
資
格
に
関
す
る
証
明
書
を
含
む
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

４

有
効
期
間
満
了
に
よ
り
重
ね
て
臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

４

有
効
期
間
満
了
に
よ
り
重
ね
て
臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
第
十
二
条
の
書
類
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
異
な
る
教
科

わ
ら
ず
、
第
十
二
条
の
書
類
の
ほ
か
、
次
の
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
異
る

教
科

に
つ
い
て
臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
学
業
成
績
証
明
書
又
は
教
科
認
定
書
を
添
え

に
つ
い
て
臨
時
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
学
業
成
績
証
明
書
又
は
教
科
認
定
書
を
添
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

（
特
別
支
援
学
校
の
自
立
教
科
の
免
許
状
の
場
合
）

（
特
別
支
援
学
校
の
自
立
教
科
の
免
許
状
の
場
合
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

免
許
状
の
写
し
又
は
資
格
に
関
す
る
証
明
書

二

免
許
状
の
写

又
は
資
格
に
関
す
る
証
明
書

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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（
書
換
え
）

（
書
換
）

第
十
八
条

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
氏
名
若
し
く
は
本
籍
地
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
氏
名
に
加
え
て
免

第
十
八
条

免
許
状
を
有
す
る
者
が
、
そ
の
氏
名
又
は
本
籍
地
を
変
更
し
、
免
許
状
の
書
換
を
受
け
よ
う
と
す

許
状
に
旧
姓
若
し
く
は
通
称
名
の
併
記
を
希
望
し
、
免
許
状
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
の

る
と
き
は
、
次
の
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

教
育
職
員
免
許
状
書
換
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）

一

教
育
職
員
免
許
状
書
換
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）

二

所
有
す
る
免
許
状

二

所
有
す
る
免
許
状

三

戸
籍
抄
本
（
氏
名
若
し
く
は
本
籍
地
を
変
更
し
、
又
は
旧
姓
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

戸
籍
抄
本

四

住
民
票
の
写
し
（
通
称
名
の
併
記
を
希
望
す
る
場
合
に
限
る
。
）

（
新
設
）

（
再
交
付
）

（
再
交
付
）

第
十
九
条

（
略
）

第
十
九
条

（
略
）

一

教
育
職
員
免
許
状
再
交
付
申
請
書
（
第
五
号
様
式
）

一

教
育
職
員
免
許
状
再
交
付
申
請
書

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

破
損
し
た
免
許
状
又
は
紛
失
に
関
し
官
公
署
若
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
の

四

破
損
し
た
免
許
状
又
は
紛
失
に
関
し
官
公
署
若
し
く
は
こ
れ
に
代
る

べ
き
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
の

証
明
書

証
明
書

（
施
行
法
第
一
条
の
場
合
）

（
施
行
法
第
一
条
の
場
合
）

第
二
十
条

（
略
）

第
二
十
条

（
略
）

一

教
育
職
員
免
許
状
再
交
付
申
請
書
及
び
誓
約
書
（
第
一
号
様
式
）

一

教
育
職
員
免
許
状
再
交
付
申
請
書

（
第
一
号
様
式
）

二

（
略
）

二

（
略
）

三

免
許
状
の
写
し

三

免
許
状
の
写

四

（
略
）

四

（
略
）

（
改
正
法
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
）

（
改
正
法
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
及
び
誓
約
書

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書

二

図
面
工
作
又
は
職
業
の
教
科
の
中
学
校
教
諭
免
許
状
の
写
し

二

図
面
工
作
又
は
職
業
の
教
科
の
中
学
校
教
諭
免
許
状
の
写

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
）

（
十
二
年
改
正
法
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
）

第
二
十
一
条
の
二

（
略
）

第
二
十
一
条
の
二

（
略
）

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
及
び
誓
約
書

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
十
二
年
改
正
法
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
福
祉
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
）

（
十
二
年
改
正
法
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
福
祉
の
免
許
状
の
授
与
を
受
け
る
場
合
）

第
二
十
一
条
の
三

（
略
）

第
二
十
一
条
の
三

（
略
）

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
及
び
誓
約
書

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
教
員
資
格
認
定
試
験
合
格
証
書
取
得
者
の
免
許
状
授
与
の
申
請
）

（
教
員
資
格
認
定
試
験
合
格
証
書
取
得
者
の
免
許
状
授
与
の
申
請
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書
及
び
誓
約
書

一

教
育
職
員
免
許
状
授
与
申
請
書

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）
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第
二
十
三
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）

第
二
十
三
条
～
第
二
十
八
条

（
略
）

（
免
許
状
の
写
し
）

（
免
許
状
の
写
し
）

第
二
十
九
条

免
許
状
又
は
資
格
に
関
す
る
証
明
書
の
写
し
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
写
し
の
末
尾
に
原

第
二
十
九
条

免
許
状
又
は
資
格
に
関
す
る
証
明
書
の
写

を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
写
し
の
末
尾
に
原

本
と
相
違
な
い
旨
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
と
相
違
な
い
旨
の
証
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
三
十
条
・
第
三
十
一
条

（
略
）

第
三
十
条
・
第
三
十
一
条

（
略
）

（
人
物
に
関
す
る
証
明
書
）

（
人
物
に
関
す
る
証
明
書
）

第
三
十
二
条

（
略
）

第
三
十
二
条

（
略
）

２

前
項
の
意
見
書
は
、
「
人
物
に
関
す
る
証
明
書
」
の
例
に
倣
い

作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
意
見
書
は
、
「
人
物
に
関
す
る
証
明
書
」
の
例
に
な
ら
い
作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

（
実
務
成
績
証
明
書
）

（
実
務
成
績
証
明
書
）

第
三
十
三
条

（
略
）

第
三
十
三
条

（
略
）

２

前
項
の
意
見
書
は
、
「
実
務
成
績
証
明
書
」
の
例
に
倣
い

作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
意
見
書
は
、
「
実
務
成
績
証
明
書
」
の
例
に
な
ら
い
作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

（
身
体
に
関
す
る
証
明
書
）

（
身
体
に
関
す
る
証
明
書
）

第
三
十
四
条

免
許
法
第
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
身
体
の
検
定
は
、
身
体
に
関
す
る

第
三
十
四
条

免
許
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
に
関
す
る
証
明
書
の
発
行
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

証
明
書
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
が
作
成
し
た
身
体
検
査
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

は
、
保
健
所
、
県
立
病
院
又
は
国
立
病
院
の
発
行
す
る
身
体
検
査
書
を
添
え
て
、
所
轄
庁
（
私
立
学
校
の
教

２

免
許
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
身
体
に
関
す
る
証
明
書
の
発
行
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
身
体

員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
の
理
事
長
）
に
願
い
出
る
も
の
と
す
る
。
た
だ

に
関
す
る
証
明
書
に
掲
げ
る
項
目
に
つ
い
て
医
師
が
作
成
し
た
身
体
検
査
書
を
添
え
て
、
所
轄
庁
（
私
立
学

し
、
現
職
者
に
あ
つ
て
は
、
校
医
の
発
行
す
る
身
体
検
査
書
を
も
つ
て
保
健
所
等
の
発
行
す
る
身
体
検
査
書

校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
の
理
事
長
）
に
願
い
出
る
も
の
と
す
る
。

に
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
教
科
認
定
書
）

（
教
科
認
定
書
）

第
三
十
五
条

（
略
）

第
三
十
五
条

（
略
）

２

前
項
の
意
見
書
は
、
「
教
科
認
定
書
」
の
例
に
倣
い

作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
意
見
書
は
、
「
教
科
認
定
書
」
の
例
に
な
ら
い
作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条

（
略
）

第
三
十
六
条

（
略
）

附

則

（
略
）

附

則

（
略
）
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第
二
号
様
式
（
裏
面
）

（
略
）

第
二
号
様
式
（
裏
面
）

（
略
）

［第１号議案］
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第
三
号
様
式
（
裏
面
）

（
略
）

第
三
号
様
式
（
裏
面
）

（
略
）
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第
十
二
号
様
式
～
第
十
四
号
様
式

（
略
）

第
十
二
号
様
式
～
第
十
四
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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第
十
七
号
様
式
～
第
十
九
号
様
式

（
略
）

第
十
七
号
様
式
～
第
十
九
号
様
式

（
略
）

［第１号議案］
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教育職員免許状に関する規則の一部改正について（概要）

１ 改正理由

 各種様式における「旧姓」及び「通称名」の併記について

ア 「女性活躍加速のための重点方針2019」（令和元年６月18日付け「すべての女性が輝く

社会づくり本部」決定）において、「社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、

働く女性が不便さを感じ、働く意欲が阻害されないよう、女性活躍の視点に立った制度等

を整備していくことも重要である。（中略）旧姓を用いた活動が制度上担保されていない

国家資格等のうち、当該資格業種の女性就業者比率が高い保育士、幼稚園教諭の各資格や

免許状等について、旧姓の使用が可能であることが制度上担保されるよう、早期の実現に

向けて検討を行う。」との方針が示された。

また現在、外国籍を有する者で日本に居住するものが増加している、といった状況があ

る（令和３年５月７日付け文部科学省総合政策局長通知〔以下「局長通知」という。〕の

「１ 改正等の趣旨」〔２頁〕参照）。

イ 上記アの方針及び状況を踏まえ、法施行規則で定める教育職員普通免許状に係る各種様
式中に、氏名に加えて「旧姓」及び「通称名」を併記する法施行規則の改正が行われた（令
和３年５月７日公布・施行）。

ウ 教育職員免許状（以下「免許状」という。）は、都道府県の教育委員会（以下「授与権
者」という。）が授与することとされており（教育職員免許法〔昭和24年法律第147号〕
５条７項）、授与に係る申請書類（様式）については授与権者が定めることとされている
ところ（法５条の２ １項及び３項、法施行規則71条）、この度の上記イの改正により、
授与権者の定める各種様式において「旧姓」及び「通称名」を併記することが可能である
ことが明確化された。

当該併記を行うか否かは、授与権者の判断に委ねられているものの（局長通知の「１
改正等の趣旨」〔２頁〕及び「４ 留意事項等」 〔８頁〕参照）、上記アの事情を考慮
し、本県教育委員会においては、当該併記をすることができるよう、規則の一部を改正す
るもの

【参考】九州各県の各種様式における「旧姓」及び「通称名」併記のための規則改正状況

改 正 予 定 あ り：福岡県（R4.4.1施行）、佐賀県（R4.4.1施行）、大分県（R4.4.1施行）

改正検討中又は未定：熊本県、長崎県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

 その他規定の整備

字句の修正等

２ 改正内容

 「旧姓」又は「通称名」の併記に係る改正

ア 各種申請様式、証明書、臨時免許状及び特別免許状中に「旧姓」又は「通称名」の併記

に係る表記を追加（第１号～第11号、第15号及び第16号様式）

イ 免許状に「旧姓」又は「通称名」を併記するための書換に要する書類（住民票の写し）

の追加等（規則18条関係）

 その他規定の整備

ア 教育職員検定に係る「身体に関する証明書」（第９号様式）について、受診する医療機
関の範囲を限定していた文言を削り、身体に関する証明書に掲げる所定の項目について医
師が作成した検査書により同検定を行うことと改めるもの（規則34条関係）

イ 各種様式の改正（規則10条５号及び14条の３関係）
※ 旧法施行規則の改正があった際の改正漏れ。

ウ 各種証明書における証明者の表記の改正（第３号、第４号、第６号及び第８号様式関係）

「 所轄庁 「 所 轄 庁

理事長 」
⇒

又は理事長 」
※ 所轄庁or理事長のどちらか一方でよいことを明確化

［第１号議案］
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エ その他

条文中の字句の修正（５条１項、６条１項、10条１項３号、11条の２ ２号、12条１号、

14条４号、14条の２ １号、15条１項１号及び３号、同条２項２号、同条３項１号、同条

４項、17条２号、19条１号、同条４号、20条１号及び３号、21条１号及び２号、21条の２

１号、21条の３ １号、22条１号、29条１項、32条２項、33条２項並びに35条２項関係）

３ 施行日

令和４年４月１日（公布の日）（※法施行規則の施行日）

［第１号議案］
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